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船舶事故調査報告書 

 

                            平成３０年２月２８日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２８年９月２７日 ０８時４３分ごろ 

発生場所 沖縄県石垣市川平
か び ら

湾 

 石垣御神
お が ん

埼灯台から真方位０７５°４.０海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯２４°２８.２′、東経１２４°０９.０′） 

事故の概要 漁船SEPEHR
セ フ ァ ー

は、錨泊中、走錨して浅礁に乗り揚げた。 

 SEPEHR は、船底外板の破口等を生じた。 

事故調査の経過 平成２８年９月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇

事務所）を指名した。 

なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 SEPEHR（モンゴル国籍）、１１９トン 

 ９０６２４４１（ＩＭＯ番号）、AMWAJ AL BEHAR MARINE CARGO. 

LLC. Mr.Aziz Majid Hamidavi.  

３６.２６ｍ×６.５０ｍ×２.８５ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３５kＷ、１９９２年１１月２０日 

 乗組員等に関する情報 操船者（イラン・イスラム共和国籍） 男性 ５５歳 

暫定締約国資格受有者承認証 なし 

船長免状（５００トン未満限定）（イラン・イスラム共和国発給） 

交付年月日 ２０１２年１０月９日 

       （２０１６年１２月３日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底外板に破口及び凹損、プロペラに曲損等 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 東、風力 １１、視界 不良 

海象：波高 ５ｍ以上（石垣港）、潮汐 下げ潮の中央期（石垣） 

石垣島地方には、９月２６日００時１６分に波浪注意報（有義波高

２.５ｍ）及び強風注意報（平均風速１５m/s）が、１６時１７分に暴

風警報（平均風速２５m/s）がそれぞれ発表され、本事故当時も継続

中であった。 

 事故の経過 本船は、操船者ほか６人（全員イラン・イスラム共和国籍）が乗り

組み、回航の目的で、平成２８年９月１５日１２時００分ごろアラブ

首長国連邦ドバイ港に向けて大韓民国釜山
プ サ ン

港を出港した。 
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操船者は、航行中、ナブテックス受信機により台風第１７号の情報

を得て、時化
し け

てきたので避難することとして付近の石垣市石垣島に向

けた。 

本船は、９月２７日０７時００分ごろ石垣市川平石埼東南東方沖約

３.１Ｍ、水深約５４ｍのところで左舷錨（ストックレスアンカー、

重さ約３２０kg）及び全錨鎖６節（直径約２０.５mm、長さ約１５０

ｍ、１節の長さ約２５ｍ）を入れて単錨泊を開始したところ、０７時

３０分ごろ風波により走錨を始めた。 

本船は、増勢した風波により抜錨することもできず、また、主機を

全速力前進にかけたものの、走錨を止めることもできなかった。 

本船は、走錨中、操船者が乗組員に走錨が止まらず、乗り揚げるお

それがあることを連絡し、０８時４３分ごろ川平湾の浅礁に乗り揚げ

た。 

操船者及び乗組員は、乗揚げ後、ＶＨＦ無線電話で遭難信号

（MAYDAY）を発信して遭難信号を受信した巡視船が来援し、１４時 

４７分ごろ本船の乗揚げを見ていた漁業者が漁船を、石垣市消防本部

が水上オートバイをそれぞれ出して救助された。 

本船は、右舷側及び左舷側から係留索をそれぞれ３本陸岸に取って

船固めが施された。 

本船は、２９日サルベージ会社による船体調査が実施され、離礁作

業の計画が立てられたが、船舶所有会社の予算不足で行われなかっ

た。 

本船は、１０月１７日油の抜取り作業が行われ、石垣市が手配した

業者により、船底の燃料油タンク等からＡ重油約１０,１９０ℓ、海水

混じりの油約８,０００ℓ、潤滑油約２,３６０ℓが回収された。 

本船は、船舶所有会社が手配した業者によって損傷箇所の仮修理が

施された後、１２月１３日１８時３０分ごろ船舶所有会社が石垣市を

通して手配した別の業者により離礁作業が行われ、巡視船による警戒

監視の下、タグボートによりえい
．．

航されて石垣市石垣港Ｂ岸壁に着岸

した。 

本船は、平成２９年８月２９日に外国船舶監督官による立入検査

（ＰＳＣ）を受け、船底外板の破口からの漏水がないこと及び曲損し

たプロペラ翼が係留運転で異常な振動を生じないことが確認された。 

外国船舶監督官は、石垣港に修理施設がないので、８月３０日、台

湾高雄
タ カ オ

市の業者において修理を行うこと及び認証機関の船体検査で特

別許可書（回航先までの単一航海の堪
たん

航性に関する証明）が発行され

たことを確認し、本船に技術基準適合命令書（損傷箇所の恒久修理を

行う命令）を発給した。 

本船は、９月６日１０時００分ごろ台湾高雄港に向けて石垣港を出

港した。 
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（付図１ 事故発生経過概略図、付図２ 一般配置図（燃料油タンク

等の配置状況）、付図３ 天気図、写真１ 本船乗揚げ後、写真２ 

本船離礁後 参照） 

 その他の事項 (1) 気象及び海象情報等 

台風第１７号は、平成２８年９月２７日０５時００分ごろ、石垣

島南方沖１９０km付近に位置し、先島諸島に向かっていた。 

本船は、ナブテックス受信機で海上警報等の気象情報を収集して

いたものの、ＦＡＸ等の気象情報の収集機器がなかった。 

本船は、航行中に衛星電話が故障したので、船舶所有会社等と連

絡を取ることができなかった。 

(2) 川平湾等の情報 

 本船は、川平湾付近の詳細な海図を備えていなかった。 

海上保安庁刊行（平成２８年３月）の九州沿岸水路誌には、石垣

島に関し、島岩はかなり屈曲し、湾入部も多いが、錨泊にやや適す

るのは島の西側にある名蔵湾及び石垣港だけである旨記載されてい

る。 

(3) 船体構造等 

本船は、船首側から順に１～５番燃料油タンクが配置され、４番

燃料油タンクが右舷、中央、左舷に分かれ、他の燃料油タンクが右

舷及び左舷に分かれており、４番燃料油タンクの右舷船尾部と中央

船尾部にそれぞれ潤滑油タンク及び４番燃料油タンクの左舷船尾部

に廃油タンクが設置されている。 

(4) 損傷及び流出油の状況 

  本船は、油の抜取り作業時、２番燃料油タンクの両舷、３番燃料

油タンクの両舷、４番燃料油タンクの右舷、中央及び左舷、廃油タ

ンクのそれぞれのタンクの底部に破口を生じていた。 

浮遊油は、１０月４日０９時３０分ごろには本船の南東方に長さ

約３００ｍ、幅約２０ｍの範囲に、７日１２時００分ごろには本船

の南西方に長さ約３００ｍ、幅約５０ｍの範囲に、１５日１１時３

０分ごろには本船の南西方に長さ約２００ｍに、同日１７時１０分

ごろには西方に長さ約１０ｍ、幅約５ｍの範囲に認められたが、ス

キミングネット（オイルフェンス型油吸着材）による吸着及び海上

保安庁の船舶等の航走及び波浪によって拡散されて消滅した。 

(5) その他 

本船の暫定最小安全配員証書には、山口県下関市下関港からドバ

イ港までの航海として船長、航海士、甲板当直部員、機関長及び機

関当直部員の証明書を有する者をそれぞれ配置することが記載され

ていた。船舶所有会社の担当者によれば、本船は、８月２２日に譲

渡され、９月７日に認証機関の船体検査で特別許可書が発行され、

本船の暫定最小安全配員証書に記載された条件を満たした乗組員が
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乗船し、９月１４日１３時００分ごろドバイ港に向けて下関港を出

港したが、乗組員３人（大韓民国籍）が食中毒を起こしたので予定

航路を変更して１４日２３時００分ごろ釜山港に入港し、３人の乗

組員が下船した。 

本船は、釜山港への入港時、外国船舶監督官による立入検査がな

かった。 

釜山港で下船した乗組員は、暫定締約国資格受有者承認証を有

し、それぞれ船長職、一等航海士職及び機関長職をとっていた。 

操船者は、甲板当直部員であった。 

本船の喫水は、本事故当時、船首約１.０ｍ、船尾約２.７ｍであ

った。 

本船は、ＰＩ保険に加入していたものの、保険会社から示された

規定違反（暫定最小安全配員証書に記載された乗組員の不足及び予

定航路の変更）で同社の免責条項に該当して保険金が支払われず、

船舶所有会社が予算を確保できなかったので離礁作業が遅れた。 

(6) 文献 

文献（「操船の理論と実際」、井上欣三著、株式会社成山堂書店、

平成２６年１２月再版発行）によれば、錨鎖伸出量は、従来から経

験的に言われてきた通常で水深の７～８倍、荒天時で水深の１０倍

以上が概略の目安となる。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、台風第１７号の接近に伴って風波が増勢した状況下、石垣

島周辺で荒天錨泊する際、避泊地の情報を得ることができなかったこ

とから、錨泊に適さない川平湾で荒天時に必要な錨鎖長を超える水深

の所に単錨泊し、走錨して浅礁に乗り揚げたものと考えられる。 

操船者は、衛星電話が故障していて船舶所有会社等と連絡を取るこ

とができなかったことから、石垣島周辺の避泊地の情報を得ることが

できなかったものと考えられる。 

本船は、風力１１の風を受ける状況下、水深約５４ｍの所に単錨泊

で錨鎖伸出量が６節であったことから、係駐力が不足して走錨したも

のと考えらえる。 

操船者は、ナブテックス受信機で海上警報等の気象及び海象情報を

得ていたものと考えられるが、他に気象及び海象情報を収集する機器

がなかったことから、台風第１７号に備えた行動を取ることができな

かった可能性があると考えられる。 

船舶所有会社は、本事故当時、暫定最小安全配員証書に記載された

乗組員を本船に乗り組ませていなかったものと考えられる。 
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原因  本事故は、本船が、台風第１７号の接近に伴って風波が増勢した状

況下、石垣島周辺で荒天錨泊する際、避泊地の情報を得ることができ

なかったため、錨泊に適さない川平湾で荒天時に必要な錨鎖長を超え

る水深の所に単錨泊し、走錨して浅礁に乗り揚げたものと考えられ

る。 

参考 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・最小安全配員証書に記載された適法で有効な海技免状を有する人

員を配置すること。 

・緊急の場合、ＶＨＦ無線電話を用いて海上保安庁等から避泊地の

情報を入手すること。 

・気象情報を適切に入手すること。 

・錨泊場所及び気象状況に応じた錨泊方法、錨鎖伸出量とするこ

と。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所（平成２８年９月２７日 ０８時４３分ごろ発生） 

錨泊場所 

沖縄県石垣市 

    石垣島 
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石垣御神埼灯台 
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付図２ 一般配置図（燃料油タンク等の配置状況） 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図３ 天気図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日々の天気図（２０１６年９月） 気象庁より 

２番燃料油タンク（右舷） 

２番燃料油タンク（左舷） 

１番燃料油タンク（左舷） 

１番燃料油タンク（右舷） 

３番燃料油タンク（左舷） 

３番燃料油タンク（右舷） 

４番燃料油タンク（左舷） 

４番燃料油タンク（中央） 

４番燃料油タンク（右舷） 
５番燃料油タンク（右舷） 

５番燃料油タンク（左舷） 

潤滑油タンク 

廃油タンク 

： 破口を生じたタンク 
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写真１ 本船乗揚げ後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（海上保安庁提供） 

 

写真２ 本船離礁後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


